
参 3-4-1 

3-4 高架橋（利根川公園交差部） 

 高架橋新設（利根川公園交差部）工事における環境保全の計画に対する令和３年度の環境保全

措置の実施状況を、表 参 3-4-1～表 参 3-4-6（対応する写真は本編「4 環境保全措置の実施状

況」を参照）、図 参 3-4-1～図 参 3-4-5 に示す。 
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表 参 3-4-1(1) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 
排出ガス対策型建設機械の採用 ○ 排出ガス対策型建設機械を採用している。 表参 3-4-3 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事規模に合わせた建設機械の設定 ○ 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用

する計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 ○ 
偏った施工とならないよう、工事を平準化してい

る。 
 

騒音 

振動 
低騒音・低振動型建設機械の採用 △ 

低騒音型建設機械を採用しているが、低振動型建設

機械の手配が困難であり、できるだけ型式の新しい

機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能

になれば採用する。 

表参 3-4-3 

大気質（粉じん等） 仮囲いの設置 ○ 工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 図参 3-4-4 

騒音 
仮囲い・防音シート等の設置による遮

音対策 
○ 

工事施工ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

なお、仮囲いの高さは住居等周辺環境を考慮し、3.0

ｍとしている。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-4-1(2) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使用時における配慮 ○ 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の防止、アイドリングストップ等を指導している。 
図参 3-4-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 
○ 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 

図参 3-4-1 

図参 3-4-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 ○ 

点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 

工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等について、

講習・指導を行っている。 

図参 3-4-1 

大気質（粉じん等） 工事現場の清掃及び散水 ○ 

定期的に工事現場の清掃を行っている。 

作業状況に応じて周辺道路の清掃及び散水を実施し

ている。 

 

水質（水の濁り、水の汚れ） 工事排水の適切な処理 ○ 
工事施工ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し

ている。また、工事排水の処理を計画している。 

表参 3-4-6 

図参 3-4-3 

水質（水の濁り、水の汚れ） 工事排水の監視 ○ 

工事排水の水質を監視している。 

工事排水を放流する河川の水質のモニタリングを実

施している。 

表参 3-4-6 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-4-1(3) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質（水の濁り、水の汚れ） 処理装置の点検・整備による性能維持 ○ 濁水処理施設の点検を行い、性能を維持している。  

日照阻害 
鉄道施設（嵩上式）の構造物の形式・

配置等の工夫 
○ 

高架橋の設計において径間約 38ｍの桁式高架橋を採用

し、桁下空間を確保することで日照阻害の影響を低減す

る計画としている。 

 

電波障害 
鉄道施設（嵩上式、駅）の構造物の形

式・配置等の工夫 
○ 

高架橋の設計において径間約 38ｍの桁式高架橋を採用

し、桁下空間を確保することで、電波障害の影響を低減

する計画としている。 

 

文化財 適切な構造及び工法の採用 ○ 
工事施工ヤードでは、必要により仮設物の設置等を避け

ることで文化財への影響を低減する計画としている。 
 

文化財 試掘・確認調査及び発掘調査の実施 ○ 

事前に埋蔵文化財の範囲及び性格等を明らかにし、自治

体等関係機関との調整の上、必要となる届出を行い、試

掘・確認調査を実施したうえで、必要により文化財とし

ての価値を後世に継承するために発掘調査を実施した。

これらにより文化財が記録保存された。 

 

文化財 遺跡の発見に伴う届出 ○ 
工事施工ヤードにおいて、新たに遺跡が発見された場合

にはその旨を教育委員会へ届出する計画としている 
 

景観 構造物の形状の配慮 ○ 

社外の有識者による景観検討会において検討した内容を

橋脚、橋側歩道の形状及び桁構造に反映することで、景

観等への影響を低減する計画としている。 

 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

鉄道施設の形状等の工夫による近傍

の風景への調和の配慮 
○ 

社外の有識者による景観検討会において検討した内容を

橋脚、橋側歩道の形状及び桁構造に反映することで、近

傍の風景への変化を低減する計画としている。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-4-1(4) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

廃棄物 建設汚泥の脱水処理 ○ 建設汚泥の脱水処理を行っている。  

廃棄物 建設発生土の再利用 ○ 発生土を公共事業等へ運搬し、活用している。  

温室効果ガス 低炭素型建設機械の採用 △ 

低炭素型建設機械の手配が困難であり、国土交通省の

燃費基準値を参考に、認定された建設機械や基準に近

い性能を有する建設機械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

廃棄物 
発生土を有効利用する事業者への情

報提供 
○ 

発生土を有効利用する事業者に発生土の自然由来重

金属の含有状況等に係る情報提供を徹底している。ま

た、動植物の重要な生息地・生育地や自然度の高い区

域等の改変を防止するための措置についても情報提

供を行っている。 

 

廃棄物 

温室効果ガス 
副産物の分別、再資源化 ○ 

木くずやコンクリートガラを分別し、適正に処分して

いる。 
 

温室効果ガス 高負荷運転の抑制 ○ 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の抑制を指導している。 
図参 3-4-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-4-2(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行計画の配慮 
○ 

計画的に車両を運行し、運行時期や時間を集中させな

いにしている。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

工事の平準化 ○ 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の清掃及び散水、タ

イヤの洗浄 

○ 
作業状況に応じて、車両出入口、周辺道路の清掃及び

散水、タイヤ洗浄を実施している。 
 

大気質（粉じん等） 荷台への防じんシート敷設及び散水 ○ 
発生土積込後、ダンプトラック荷台に防じんシートを

敷設し飛散防止を行った。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-4-2(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備による性能維持 
○ 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図参 3-4-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減を意識した運転の徹底 ○ 

新規入場者教育及び日々の作業打合せで、法定速度遵

守、アイドリングストップ、エコドライブ等を指導し

ている。 

図参 3-4-1 

図参 3-4-5 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 ○ 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-4-1 

温室効果ガス 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

○ 

できるだけ低燃費車種を採用している。 

積込機械による積込回数を予め定め、効率的な積載量

としている。 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 

表 参 3-4-5 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 

 

  



 

参 3-4-8 

表 参 3-4-3 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

(株)小松製鉄所 HB205-1 
コマツ 

ショベル・ローダ 
2006 年 

基準適合車 
― 

SAA4D107E-1-A 

(株)小松製鉄所 PC128US-11 
コマツ 

ショベル・ローダ 
2014 年 

基準適合車 
― 

SAA4D95LF-7A 

コベルコ 

建機㈱ 
SK225-SR-5 

日野 
ショベル・ローダ 

2014 年 

基準適合車 
― 

JO5E-UM 

㈱タダノ GR-250N-1 
三菱 

ホイールクレーン ― 2 次基準値 
6M60-TLE3BA 

 

表 参 3-4-4 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注 機種 型式 諸元 

4539 バックホウ HB205-1 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 

5772 バックホウ PC128US-11 山積容量 0.45m3 平積容量 0.35m3 

297 バックホウ PC120-6E 山積容量 0.5m3 平積容量 0.39m3 

1897 ホイールクレーン GR-250N-1 吊上能力 25ｔ×3.5ｍ 

注：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 

表 参 3-4-5 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注 車種 型式 （kg） （km/L） 

いすゞ ４t ﾕﾆｯｸ TKG-FRR90S1 2600 7.30 100 

注：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16年国土交通省告示 

   第 61 号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27年度燃費基準を満足してい 

   ることを示す。 
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表 参 3-4-6 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 参 3-4-1 新規入場者教育資料（利根川公園交差部）（一部抜粋） 
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※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 
図 参 3-4-2 建設機械点検表（記入様式一例） 

現場名

年 月 機械名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

2.　処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 年

始動性はよいか

車両系建設機械
中央新幹線山梨県内高架橋ほか新設 利根川工区

令和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付

　　　　点検項目

冷却水の水量、漏れはないか

ラジエター、ホース、ファンに損傷、汚れ、洩れはないか

オイル系統に油量、汚れ、洩れはないか

吸排水器管のゆるみ、ガス漏れ、異音はないか

エアエレメントに損傷、汚れはないか

クラッチの作動、滑りはよいか

コントロール装置に損傷、がた、ゆるみはないか

フットブレーキ、駐車ブレーキの作動、汚れ、がた、損傷はないか

散水装置のつまりはないか

持込み受理証、取扱い責任者の表示はしてあるか

灯火装置は、点灯するか。

点検者

処理

1.　評価欄記号　○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。

西暦 2017



 

参 3-4-12 

 

 

図 参 3-4-3 発生土の自然由来の重金属等及び酸性化可能性に関する濃度計量証明書（一例） 
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図 参 3-4-4 工事施工ヤード設備配置図 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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図 参 3-4-5 運転計画打合わせ資料（一例） 



参 3-5-1 

3-5 第三南巨摩トンネル新ほか 

 第三南巨摩トンネル新設工事における環境保全の計画に対する令和３年度の環境保全措置の実

施状況を、表 参 3-5-1～表 参 3-5-6（対応する写真は本編「4 環境保全措置の実施状況」を参

照）、図 参 3-5-1～図 参 3-5-4 に示す。 

 なお、動物、生態系、植物に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公

開とする。 
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表 参 3-5-1(1) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 
排出ガス対策型建設機械の採用 ○ 排出ガス対策型建設機械を採用している。 表 参 3-5-3 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事規模に合わせた建設機械の設定 ○ 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 ○ 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 仮囲いの設置 ○ 工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 図 参 3-5-4 

騒音 

振動 
低騒音・低振動型建設機械の採用 

○ 低騒音型建設機械を採用している。 表 参 3-5-4 

△ 
低振動型建設機械の調達が困難であったため、できる

限り振動の少ない建設機械を採用している。 
 

騒音 
仮囲い・防音シート等の設置による遮

音対策 
○ 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。なお、仮

囲いの高さは住居等周辺環境を考慮し、3.0ｍとして

いる。 

図参 3-5-4 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-1(2) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事規模に合わせた建設機械の設定 ○ 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 ○ 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使用時における配慮 ○ 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の防止、アイドリングストップ等を指導している。 
図 参 3-5-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 
○ 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 

図 参 3-5-1 

図 参 3-5-2 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-1(3) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

工事従事者への講習・指導 ○ 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-5-1 

大気質（粉じん等） 工事現場の清掃及び散水 ○ 

定期的に工事現場の清掃を行っている。 

作業状況に応じて周辺道路の清掃及び散水を実施し

ている。 

 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 
工事排水の適切な処理 ○ 

工事ヤードに濁水処理施設を設置し、工事排水を適切

に処理している。 

表 参 3-5-6 

図 参 3-5-4 

水質（水の濁り、水の汚れ） 仮締切工の実施 △ 
トンパック等で河川の仮締切工を実施し、公共水域へ

の流出を防止する計画としている。 
 

水底の底質 
河川内工事における工事排水の適切

な処理 
△ 

釜場を設けてポンプアップのうえ、タンクに集水し、

適切に処理を行う計画としている。 
 

地下水（地下水の水質、地

下水の水位） 

水資源 

地盤沈下 

適切な構造及び工法の採用 

△ 

先進ボーリング等の探査結果や掘削中の地質状況に

応じて、防水シート等の必要な対策を実施する計画と

している。 

 

○ 
湧水の水量、地表水の流量等の事後調査及びモニタリ

ングを実施している。 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-1(4) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 
工事排水の監視 ○ 

工事排水の水質を監視している。 

工事排水を放流する河川の水質のモニタリングを実

施している。 

表 参 3-5-6 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 
放流時の放流箇所及び水温の調整 ○ 

放流水の量と水温の測定を行っている。河川との極端

な温度差はないため、水温調整は実施していない。 
 

地下水（地下水の水質、地

下水の水位） 

水資源 

薬液注入工法における指針の順守 △ 

薬液注入工法を施工する際は、「薬液注入工法による

建設工事の施工に関する暫定指針」（昭和 49年 7月、

建設省）に基づき実施する計画としている。 

 

水資源 地下水等の監視 〇 
湧水の水量、地表水の流量等の事後調査及びモニタリ

ングを実施している。 
 

水資源 応急措置の体制整備 〇 異常時連絡体制を構築している。  

水資源 代替水源の確保 △ 代替水源の調査検討を行っている。  

地盤沈下 適切な構造及び工法の採用 △ 

土被りが小さく、地山の地質条件が良くない箇所にお

いて地上に保全対象設備のある場合は補助工法を併

用する計画としている。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-1(5) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

土壌汚染 
仮置き場における掘削土砂の適切な

管理 
○ 

発生土を仮置きする土砂ピットは、底盤及び周囲にコ

ンクリートを打設し、排水が流出しない構造としてい

る。 

 

土壌汚染 工事排水の適切な処理 ○ 
工事ヤードに濁水処理施設を設置し、工事排水を適切

に処理している。 

表 参 3-5-6 

図 参 3-5-4 

土壌汚染 
発生土に含まれる重金属等の定期的

な調査 
△ 

トンネル掘削の発生土については、発生土に含まれる

自然由来の重金属等及び酸性化可能性試験等を実施

する計画としている。 

 

土壌汚染 
有害物質の有無の確認と基準不適合

土壌の適切な処理 
△ 

工事施工ヤードの土砂ピットで確認を行う計画とし

ている。 
 

土壌汚染 薬液注入工法における指針の順守 △ 

薬液注入工法を施工する際は、「薬液注入工法による

建設工事の施工に関する暫定指針」（昭和 49年 7月、

建設省）に基づき実施する計画としている。 

 

動物 

生態系 
小動物が脱出可能な側溝の設置 ○ 

工事ヤードに設置した側溝に、小動物が脱出可能な設

備を設置している。 
 

動物 

植物 

生態系 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設置 ○ 
工事ヤードに濁水処理施設を設置し、工事排水を適切

に処理している。 

表 参 3-5-6 

図 参 3-5-4 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-1(6) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

生態系 

防音シート、低騒音・低振動型の建設

機械の採用 

○ 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

コンクリートを製造するバッチャープラントは、建屋

を設置して覆っている。 

低騒音型建設機械を採用している。 

表 参 3-5-4 

△ 
低振動型建設機械の調達が困難であったため、できる

限り振動の少ない建設機械を採用している。 
 

動物 

生態系 
照明の漏れ出しの抑制 ○ 

照明の漏れ出し範囲における走光性の昆虫類等の生

息状況についての事後調査結果の踏まえ、誘引効果が

小さい LED 照明を採用している。 

 

動物 

植物 

生態系 

放流時の放流箇所及び水温の調整 ○ 
放流水の量と水温の測定を行っている。河川との極端

な温度差はないため、水温調整は実施していない。 
 

植物 

生態系 
外来種の拡大抑制 ○ 

工事施工ヤード出入口にて、タイヤ洗浄を実施し、外

来種の種子の除去を行っている。 
 

動物 

植物 

生態系 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽等

による重要な種の生息環境の確保 
△ 

工事施工ヤードにおいて、工事中定期的な下刈りを実

施すると共に、工事完了後は原形復旧を行う。 
 

動物 

植物 

生態系 

工事従事者への講習・指導 ○ 
工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-5-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-1(7) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

鉄道施設の形状等の工夫による近傍

の風景への調和の配慮 
○ 

ヤード近傍に仮設芝生広場を設置し、広場としての機

能を維持している。 
 

廃棄物等 建設発生土の再利用 ○ 
発生土を高下保守基地・変電所へ運搬し、活用してい

る。 
 

廃棄物等 建設汚泥の脱水処理 ○ 建設汚泥の脱水処理を行っている。  

温室効果ガス 低炭素型建設機械の採用 △ 
低炭素型建設機械の調達が困難であったため、できる

限り燃費性能の良い建設機械を採用している。 
 

温室効果ガス 工事規模に合わせた建設機械の設定 ○ 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

廃棄物等 

温室効果ガス 
副産物の分別、再資源化 ○ 

木くずやコンクリートガラを分別し、適正に処分して

いる。 
 

温室効果ガス 高負荷運転の抑制 ○ 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の抑制を指導している。 
図 参 3-5-1 

温室効果ガス 
建設機械の点検及び整備による性能

維持 
○ 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図 参 3-5-2 

温室効果ガス 工事従事者への講習・指導 ○ 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-5-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-2(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行計画の配慮 
○ 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備による性能維持 
○ 

法令に定められた検査および、作業開始前の点検を実

施している。 
図 参 3-5-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減を意識した運転の徹底 ○ 

新規入場者教育及び日々の作業打合せで、法定速度遵

守、アイドリングストップ、エコドライブ等を指導し

ている。 

図 参 3-5-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 ○ 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-5-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 

 



 

 

参
3
-
5-
1
0 

表 参 3-5-2(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

景観 

工事の平準化 ○ 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 荷台への防じんシート敷設及び散水 ○ 

 

土を運搬する際は、荷台を防じんシートで覆うことと

している。 

 

 

大気質（粉じん等） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の清掃及び散水、タ

イヤの洗浄 

○ 
作業状況に応じて、車両出入口、周辺道路の清掃及び

散水、タイヤ洗浄を実施している。 
 

動物 

生態系 
資材運搬等の適正化 ○ 

工事の平準化を図ることで、工事用車両の集中を回避

し、交通量を平準化している。 
 

温室効果ガス 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

○ 

できるだけ低燃費車種を採用している。 

積込機械による積込回数を予め定め、効率的な積載量

としている。 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-5-3 排出ガス対策型建設機械採用実績 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機

の 

名称及び型

式 

機種 

適用区分※ 

環境省 国交省 

㈱クボタ U-20-3S 
ｸﾛｰﾗ型 

小型バックホウ ― 
第 3 次基準 

適合車 D1105-K3A 

日立建機㈱ ZX135USTN-3 
日立 

バックホウ ― 
第 3 次基準 

適合車 4JJ1XDJA 

日立建機㈱ 
 

ZX225US-5B 
日立 

バックホウ ― 
第 3 次基準 

適合車 4HK1XDIA 

ヤンマー建機

㈱ 
Vio80-1B 

ヤンマー 
油圧ショベル 

2014 年

基準 
― 

Vio80-1B 

住友建機㈱ SH125X-7 
住友 

油圧ショベル 
2014 年

基準 
― 

SH125X-7 

※適用区分カッコ内の記載は特定原動機に掛ることを示す。 

 

表 参 3-5-4 低騒音型建設機械採用実績 

指定番号注 機種 型式 諸元 

1821 バックホウ U-20-3S 山積容量 0.066m3 平積容量 0.049m3 

5980 バックホウ Vio80-1B  山積容量 0.28m3 平積容量 0.21m3 

6018 バックホウ SH125X-7 山積容量 0.45m3 平積容量 0.33m3 

4936 バックホウ SH125X-6 山積容量 0.45m3 平積容量 0.33m3 

3806 バックホウ SH125X-3B 山積容量 0.45m3 平積容量 0.33m3 

5247 バックホウ ZX135US-5B 山積容量 0.50m3 平積容量 0.39m3 

3825 振動ﾛｰﾗｰ TW502-1 車両総質量 3.54ｔ  

5519 クローラークレーン CC1485S-1 吊上能力 4.9ｔ 3.2ｍ 

注：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

参 3-5-12 

表 参 3-5-5 工事用車両における低燃費車種の採用実績 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注 車種 型式 （kg） （km/L） 

UD トラックス 10t ﾀﾞﾝﾌﾟ 2PG-CW5AL 9.000 4.4 105 

注：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16 年国土交通省告示 

第 61 号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27年度燃費基準を満足してい 

ることを示す。 
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表 参 3-5-6 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 参 3-5-1 新規入場者教育資料・施工計画（一部抜粋） 

 
 



 

参 3-5-15 

 

 
※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 

図 参 3-5-2 建設機械点検表（記入様式） 



 

参 3-5-16 

 

 
 

 

 

 

 

 

図 参 3-5-3 最勝寺ヤード設備配置図 

  

・給水槽や浸潤水槽は、ヤード内に構台を設け２段構造にし、１段目の水槽を半埋め

にする等、設備配置を検討し、改変区域を最小限となるよう計画した。 

・騒音発生源となるﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄを山側に配置し、町側の仮囲いには防音パネルを採

用する等、振動・騒音対策を講じた仮設配置とした。 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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図 参 3-5-4 運搬計画打合せ資料（一例） 



参 3-6-1 

3-6 第四南巨摩トンネル（東工区） 

 第四南巨摩トンネル新設（東工区）工事における環境保全の計画に対する令和３年度の環境保

全措置の実施状況を、表 参 3-6-1～表 参 3-6-6（対応する写真は本編「4 環境保全措置の実施

状況」を参照）、図 参 3-6-1～図 参 3-6-6 に示す。 

なお、令和２年７月公表の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事における環

境保全について(工事施工ヤード整備等)」で示した工事施工ヤード(以降、当該ヤードは「高下ヤ

ード」という。)整備、トンネル坑口整地・工事用仮桟橋整備、保守基地・変電所・進入路整地は、

第四南巨摩トンネル（東工区）の施工区間に内包されるため、工事中にする環境保全措置は、第

四南巨摩トンネル（東工区）における内容の一部として、まとめて記載する。 

 動物、生態系、植物に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開とす

る。 
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表 参 3-6-1(1) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮

遊粒子状物質） 
排出ガス対策型建設機械の採用 ○ 排出ガス対策型建設機械を採用している。 表 参 3-6-3 

大気質（二酸化窒素、浮

遊粒子状物質、粉じん

等） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事規模に合わせた建設機械の設

定 
○ 

作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用

する計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮

遊粒子状物質、粉じん

等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 仮囲いの設置 ○ 工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 図 参 3-6-4 

騒音 

振動 
低騒音・低振動型建設機械の採用 

○ 低騒音型建設機械を採用している。 表 参 3-6-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ

型式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能

になれば採用する。 

 

騒音 
仮囲い・防音シート等の設置によ

る遮音対策 
○ 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。なお、仮

囲いの高さは住居等周辺環境を考慮し、3.0ｍとして

いる。 

第四南巨摩トンネル坑口に防音扉を設置している。 

図 参 3-6-4 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 



 

 

参
3
-
6-
3 

 

表 参 3-6-1(2) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使用時における配慮 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の防止、アイドリングストップ等を指導している。 
図 参 3-6-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図 参 3-6-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

工事従事者への講習・指導 〇 
環境負荷低減を考慮した運転等について、講習・指導

を行っている。 
図 参 3-6-1 

大気質（粉じん等） 工事現場の清掃及び散水 〇 

定期的に工事現場の清掃を行っている。 

作業状況に応じて周辺道路の清掃及び散水を実施し

ている。 

 

水質（水の濁り、水の汚れ） 
工事排水の適切な処理 

（工事施工ヤード） 
〇 

工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-6-6 

図 参 3-6-4 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-1(3) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質（水の濁り、水の汚

れ） 

水資源 

工事排水の適切な処理 

（保守基地・変電所） 
△ 

二重遮水シートやゴムアスファルト等の設置によ

り、浸出水の地下への浸透を防ぐことで、公共用

水域への影響を低減できる予定である。 

浸出水は、法令等に基づく排水基準等を踏まえ、仮

設沈砂池において、沈澱、ろ過等、濁りを低減させ

るための処理を行い、発生水量を考慮した浸出水

タンク等に集水し、自然由来の重金属等の濃度が

法令等に基づく排水基準に適合しない場合は、産

業廃棄物処理施設へ運搬し、排水基準値以下の排

水は、法令等に基づく排水基準等を踏まえ、必要に

応じて中和処理等の対策を施したうえで排水する

ことで、公共用水域への影響を低減できる予定で

ある。 

 

 

水質（水の濁り、水の汚

れ） 

水資源 

工事排水の適切な処理 〇 
工事施工ヤードから出るヤード整備中の雨水の排

水は、仮設沈砂池にて沈砂を行った。 
 

地下水（水質、水位） 

水資源 

地盤沈下 

適切な構造及び工法の採用 

〇 
地質調査結果（弾性波探査等）より NATM※工法を採

用している。 

 〇 
全線で前方探査ボーリングを実施して支保パター

ンを予測している。 

△ 
大柳川横断箇所および十谷断層横断箇所では、坑

内から長尺水平ボーリングを行う計画である。 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 

※NATM 工法：ロックボルト工とコンクリート工を主体として地山の強度を活用しながら施工する工法 
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表 参 3-6-1(4) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 

処理装置又は排水設備の点検・整備に

よる性能維持 
〇 点検・整備を確実に行い、性能を維持している。  

地下水（地下水の水質、地

下水の水位） 

水資源 

薬液注入工法における指針の順守 〇 
トンネル掘削に伴い、薬剤注入工法に関する技術資料

等を示方し、工事従事者へ教育している。 
 

水資源 地下水等の監視 〇 
湧水の水量、地表水の流量等の事後調査及びモニタリ

ングを実施している。 
 

水資源 応急措置の体制整備 〇 異常時連絡体制を構築している。  

水資源 代替水源の確保 △ 代替水源の調査検討を行っている。  

土壌汚染 
仮置き場における掘削土砂の適切な

管理 
〇 

発生土を仮置きする土砂ピットは、底盤に遮水シート

を敷設し、その上にコンクリートを打設することによ

って、排水が流出しない構造としている。 

 

土壌汚染 
保守基地・変電所における掘削土砂の

適切な管理 
△ 

保守基地・変電所造成に用いる対策土を含む発生土を

二重遮水シートやゴムアスファルト等で覆う等の管

理を行うことで、雨水等による自然由来の重金属等の

流出を防止し、土壌汚染を回避できる予定である。 

 

土壌汚染 
工事排水の適切な処理 

（工事施工ヤード） 
〇 

工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-6-6 

図 参 3-6-4 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-1(5) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

土壌汚染 
工事排水の適切な処理 

（保守基地・変電所） 
△ 

二重遮水シートやゴムアスファルト等の設置

により、浸出水の地下への浸透を防ぐこと

で、公共用水域への影響を低減できる予定で

ある。 

浸出水は、法令等に基づく排水基準等を踏ま

え、仮設沈砂池において、沈澱、ろ過等、濁り

を低減させるための処理を行い、発生水量を考

慮した浸出水タンク等に集水し、自然由来の重

金属等の濃度が法令等に基づく排水基準に適

合しない場合は、産業廃棄物処理施設へ運搬

し、排水基準値以下の排水は、法令等に基づく

排水基準等を踏まえ、必要に応じて中和処理等

の対策を施したうえで排水することで、公共用

水域への影響を低減できる予定である。 

 

土壌汚染 
対策土を含む発生土の適切な運

搬 
○ 

運搬する際は、運搬車両への岩石・土壌の積卸

時には飛散防止に努めるほか、出場時には、タ

イヤ洗浄等を実施する。また運搬時には、浸透

防止シート等で覆っている。 

 

土壌汚染 
発生土に含まれる重金属等の定

期的な調査 
〇 

1 回/日を基本に、発生土に含まれる自然由来の

重金属等のモニタリングを実施している。 
図 参 3-6-3 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-1(6) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

土壌汚染 薬液注入工法における指針の順守 〇 
トンネル掘削に伴い、薬剤注入工法に関する技術

資料等を示方し、工事従事者へ教育している。 
 

動物 

生態系 
小動物が脱出可能な側溝の設置 〇 

工事ヤード内に設置した側溝に、小動物が脱出可

能な構造している。 
 

動物 

植物 

生態系 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設

置 
〇 

工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、

工事排水を適切に処理している。 

表 参 3-6-6 

図 参 3-6-4 

動物 

生態系 

防音シート、低騒音・低振動型の建

設機械の採用 

〇 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

コンクリートを製造するバッチャープラントは、

建屋を設置して覆っている。低騒音型建設機械を

採用している。 

表 参 3-6-4 

△ 

低低振動型建設機械の手配が困難であり、できる

だけ型式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可

能になれば採用する。。 

 

  
凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-1(7) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

植物 

生態系 

工事施工ヤード等の林縁保護植

栽等による重要な種の生息環境

の確保 

〇 
工事ヤード等において、定期的に下草刈りを実施

している。 
 

動物 

生態系 
照明の漏れ出しの抑制 〇 

照明の漏れ出し範囲における走光性の昆虫類等の

生息状況についての事後調査結果の踏まえ、誘引

効果が小さい LED 照明を採用している。 

 

植物 

生態系 
外来種の拡大抑制 〇 

工事施工ヤードの出入口にタイヤ洗浄機を設置し

て外来種の種子の除去を行っている。またのり面

等の緑化には、在来種を選定している。 

 

動物 

植物 

生態系 

工事従事者への講習・指導 〇 

工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等につい

て、講習・指導を行っている。 

図 参 3-6-1 

動物 

生態系 

防音シート、低騒音・低振動型の

建設機械の採用 

〇 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

コンクリートを製造するバッチャープラントは、

建屋を設置して覆っている。 

低騒音型建設機械を採用している。 

表 参 3-6-4 

図 参 3-6-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだ

け型式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可

能になれば採用する。 

 

 

 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-1(8) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

植物 

生態系 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽等

による重要な種の生息環境の確保 
〇 

工事ヤード等において、定期的に下草刈りを実施して

いる。 
 

動物 

生態系 
照明の漏れ出しの抑制 〇 

照明の漏れ出し範囲における走光性の昆虫類等の生

息状況についての事後調査結果の踏まえ、誘引効果が

小さい LED 照明を採用している。 

 

植物 

生態系 
外来種の拡大抑制 〇 

工事施工ヤードの出入口にタイヤ洗浄機を設置して

外来種の種子の除去を行っている。また法面等の緑化

には、在来種を選定している。 

 

動物 

植物 

生態系 

工事従事者への講習・指導 〇 
工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-6-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-1(9) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

廃棄物等 建設発生土の再利用 〇 
発生土を高下保守基地・変電所へ運搬し、活用し

ている。 
 

廃棄物等 建設汚泥の脱水処理 〇 建設汚泥の脱水処理を行っている。  

温室効果ガス 低炭素型建設機械の採用 〇 低炭素型建設機械を採用している。  

廃棄物等 

温室効果ガス 
副産物の分別、再資源化 〇 

木くずやコンクリートガラを分別し、適正に処分

している。 
 

温室効果ガス 
工事規模に合わせた建設機械の

設定 
〇 

作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使

用する計画を立て、実施している。 
 

温室効果ガス 高負荷運転の抑制 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷

運転の抑制を指導している。 
 

温室効果ガス 
建設機械の点検及び整備による

性能維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検

を実施している。 
図 参 3-6-2 

温室効果ガス 工事従事者への講習・指導 〇 
環境負荷低減を考慮した運転等について、講習・

指導を行っている。 
図 参 3-6-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-2(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行計画の配慮 
〇 

運行台数の上限を定めることや通学時間帯を避けて

いる。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備による性能維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図 参 3-6-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減を意識した運転の徹底 〇 

新規入場者教育及び日々の作業打合せで、法定速度遵

守、アイドリングストップ、エコドライブ等を指導し

ている。 

図 参 3-6-1 

図 参 3-6-5 

図 参 3-6-6 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 〇 
環境負荷低減を考慮した運転等について、講習・指導

を行っている。 
図 参 3-6-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-2(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

景観 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 荷台への防じんシート敷設及び散水 〇 
発生土の運搬の際は、ダンプトラックの荷台に防じん

シート等を敷設している。 
 

大気質（粉じん等） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の清掃及び散水、タ

イヤの洗浄 

〇 
作業状況に応じて、車両出入口、周辺道路の清掃及び

散水、タイヤ洗浄を実施している。 
 

動物 

生態系 
資材運搬等の適正化 〇 

工事の平準化を図ることで、工事用車両の集中を回避

し、交通量を平準化している。 
 

温室効果ガス 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

〇 

できるだけ低燃費車種を採用している。 

積込機械による積込回数を予め定め、効率的な積載量

としている。 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-6-3 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

日立建機㈱ ZX200-3 
日立建機㈱ 

バックホウ ― 
第３次基準 

適合車 4HK1XDIA 

日立建機㈱ ZX200-6 
いすゞ 

ショベル・ローダ 
2014 年 

基準適合車 
― 

4HK1XDRA 

日立建機㈱ ZH-200-6 
トヨタ 

ショベル・ローダ 
2014 年 

基準適合車 
― 

YDP-1KD-04-02 

日立建機㈱ ZX330-5B 
いすゞ 

ショベル・ローダ 
2011 年 

基準適合車 
― 

6HK1XDLA 

日立建機㈱ ZX330-6 
いすゞ 

ショベル・ローダ 
2014 年 

基準適合車 
― 

6HK1XDQA 

㈱小松製作所 
PC128US-

10 

コマツ 
ショベル・ローダ 

2014 年 

基準適合車 
― 

SAA4D95LE-6-A 

キャタピラー

ジャパン(合) 
314F 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2014 年 

基準適合車 
― 

YDP-C4.4 

キャタピラー

ジャパン(合) 
325FL 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2014 年 

基準適合車 
― 

YDP-C4.4 

キャタピラー

ジャパン(合) 
950MZ 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2014 年 

基準適合車 
― 

YDS-C7.1 

キャタピラー

ジャパン(合) 
966M 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2014 年 

基準適合車 
― 

YDS-C9.3 

キャタピラー

ジャパン(合) 
D6K2 

キャタピラー 
ブルドーザ 

2014 年 

基準適合車 
― 

YDR-C4.4 

キャタピラー

ジャパン(合) 
D6N 

キャタピラー 
ブルドーザ 

2014 年 

基準適合車 
― 

YDS-C7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参 3-6-14 

表 参 3-6-4 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注 機種 型式 諸元 

3426 バックホウ ZX200-3 山積容量 0.8m3 平積容量 0.56m3 

4999 バックホウ PC128US-10 山積容量 0.45m3 平積容量 0.35m3 

5063 バックホウ ZX330-5B 山積容量 1.4m3 平積容量 1.0m3 

5485 トラクターショベル 966M 山積容量 4.2m3 平積容量 3.6m3 

5787 バックホウ ZX330-6 山積容量 1.4m3 平積容量 1.0m3 

5844 トラクターショベル 950MZ 山積容量 3.4m3 平積容量 3.0m3 

5906 バックホウ 325F 山積容量 0.9m3 平積容量 0.7m3 

5960 バックホウ ZH200-6 山積容量 0.8m3 平積容量 0.58m3 

5968 バックホウ ZX200-6 山積容量 0.8m3 平積容量 0.58m3 

6011 バックホウ 314F 山積容量 0.5m3 平積容量 0.38m3 

注：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 

表 参 3-6-5 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注 車種 型式 （kg） （km/L） 

いすゞ ２t ﾀﾞﾝﾌﾟ TPG-NJR85AN 2,000 11.8 105 

注：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16 年国土交通省告示 

第 61 号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27 年度燃費基準を満足している

ことを示す。 
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表 参 3-6-6 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 参 3-6-1 新規入場者教育資料（一部抜粋） 
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※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 
図 参 3-6-2 建設機械点検表（記入様式） 

  



 

参 3-6-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参 3-6-3 発生土の自然由来の重金属等及び酸性化可能性に関する濃度計量証明書（一例） 



 

参 3-6-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 参 3-6-4 第四南巨摩トンネル（東工区）ほか設備配置図 

  

・トンネル湧水（濁水）およびヤード内濁水は、全て濁水処理設備にて処理した

上で倉沢川へ放流している。 

・バッチャープラントは、防音パネルで覆った防音建屋仕様である。 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 



 

参 3-6-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町道、農道を通行して、変電所へ運搬する。 

・町道部は時速 20ｋｍ、農道部は時速 30ｋｍの速度を厳守する。また連なって運行しないよ

うに車両間隔を開けて走行する。 

・誘導員の合図を確認して走行する。 

・地元住民の走行を優先させる。挨拶を行う。 

 

  図 参 3-6-5 発生土運搬計画資料（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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 図 参 3-6-6 工事車両運搬ルートのハザードマップ（一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参 3-7-1 

3-7 第四南巨摩トンネル（西工区） 

 第四南巨摩トンネル新設（西工区）工事における環境保全の計画に対する令和 3 年度の環境保

全措置の実施状況を、表 参 3-7-1～表 参 3-7-6（対応する写真は本編「4 環境保全措置の実施

状況」を参照）、図 参 3-7-1～図 参 3-7-5 に示す。 

 なお、動物、生態系、植物に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公

開とする。 
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表 参 3-7-1(1) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 
排出ガス対策型建設機械の採用 ○ 排出ガス対策型建設機械を採用している。 表 参 3-7-3 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事規模に合わせた建設機械の設定 ○ 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 ○ 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 仮囲いの設置 ○ 工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 図 参 3-7-4 

騒音 

振動 
低騒音・低振動型建設機械の採用 

○ 低騒音型建設機械を採用している。 表 参 3-7-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ型

式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

騒音 
仮囲い・防音シート等の設置による遮

音対策 
○ 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

コンクリートを製造するバッチャープラントは、建屋

を設置して覆っている。 

早川東非常口トンネル坑口に防音扉を設置している。 

図 参 3-7-4 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-1(2) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使用時における配慮 ○ 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の防止、アイドリングストップ等を指導している。 
図 参 3-7-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 
○ 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 

図 参 3-7-1 

図 参 3-7-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

工事従事者への講習・指導 ○ 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-7-1 

大気質（粉じん等） 工事現場の清掃及び散水 ○ 

定期的に工事現場の清掃を行っている。 

作業状況に応じて周辺道路の清掃及び散水を実施し

ている。 

図 参 3-7-1 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 
工事排水の適切な処理 ○ 

工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-7-6 

図 参 3-7-4 

地下水（地下水の水質、地

下水の水位） 

水資源 

適切な構造及び工法の採用 ○ 
先進ボーリングにて地盤を把握し、NATM 工法を採用し

ている。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-1(3) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質 

（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 

工事排水の監視 ○ 

工事排水の水質を監視している。 

工事排水を放流する河川の水質のモニタリングを

実施している。 

表 参 3-7-6 

水質 

（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 

処理装置の点検・整備による性能

維持 
○ 濁水処理施設の点検を行い、性能を維持している。  

水質 

（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 

放流時の放流箇所及び水温の調整 ○ 

放流水の量と水温の測定を行っている。河川との

極端な温度差はないため、水温調整は実施してい

ない。 

 

地下水（地下水の水質、

地下水の水位） 

水資源 

薬液注入工法における指針の順守 ○ 
トンネル掘削に伴い、薬剤注入工法に関する技術

資料等を示方し、工事従事者へ教育している。 
 

水資源 地下水等の監視 ○ 
湧水の水量、地表水の流量等の事後調査及びモニ

タリングを実施している。 
 

水資源 応急措置の体制整備 ○ 異常時連絡体制を構築している。  

水資源 代替水源の確保 △ 代替水源の候補地の調査検討を行っている。  

地盤沈下 適切な構造及び工法の採用 ○ 
先進ボーリングにて地盤を把握し、NATM※工法を採

用している。 
 

土壌汚染 
仮置き場における掘削土砂の適切

な管理 
○ 

発生土を仮置きする土砂ピットは、底盤及び周囲

にコンクリートを打設し、排水が流出しない構造

としている。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-1(4) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

土壌汚染 工事排水の適切な処理 ○ 
工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-7-6 

図 参 3-7-4 

土壌汚染 
発生土に含まれる重金属等の定期的

な調査 
○ 

1 回/日を基本に、発生土に含まれる重金属等のモニタ

リングを実施している。 
図 参 3-7-3 

土壌汚染 
有害物質の有無の確認と基準不適合

土壌の適切な処理 

○ 
1 回/日を基本に、発生土に含まれる重金属等のモニタ

リングを実施している。 
 

○ 

区分土と判定する発生土は、生じていない。 

区分土が発生した場合は、区分土対応の発生土置き場

（遮水型）（仮置き場を含む。）へ運搬し、管理する。 

 

土壌汚染 薬液注入工法における指針の順守 ○ 
トンネル掘削に伴い、薬剤注入工法に関する技術資料

等を示方し、工事従事者へ教育している。 
 

土壌汚染 
発生土を有効利用する事業者への土

壌汚染に関する情報提供 
〇 

区分土と判定する発生土は生じていない。 

区分土を有効利用する事業者には、区分土であること

を情報提供する。 

 

動物 侵入防止策の設置 ○ 工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 図 参 3-7-4 

動物 

生態系 
小動物が脱出可能な側溝の設置 ○ 

工事ヤードの周囲に設置した仮囲いに、小動物が脱出

可能な設備を設置している。 
 

動物 

植物 

生態系 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設置 ○ 
工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-7-6 

図 参 3-7-4 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-1(5) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

生態系 

防音シート、低騒音・低振動型の建設

機械の採用 

○ 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

コンクリートを製造するバッチャープラントは、建屋

を設置して覆っている。 

早川東非常口トンネル坑口に防音扉を設置している。

低騒音型建設機械を採用している。 

表 参 3-7-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ型

式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

動物 

生態系 
照明の漏れ出しの抑制 ○ 

照明の漏れ出し範囲における走光性の昆虫類等の生

息状況についての事後調査結果の踏まえ、誘引効果が

小さい LED 照明を採用している。 

 

動物 

植物 

生態系 

放流時の放流箇所及び水温の調整 ○ 
放流水の量と水温の測定を行っている。河川との極端

な温度差はないため、水温調整は実施していない。 
 

動物 

植物 

生態系 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽等

による重要な種の生息環境の確保 
○ 

工事ヤード等において、定期的に下草刈りを実施して

いる。 
 

動物 

生態系 
コンディショニングの実施 ○ 

トンネル発破掘削工の実施にあたり、工事の施工規模

を段階的に拡大するコンディショニングを実施した。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-1(6) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

植物 

生態系 

工事従事者への講習・指導 ○ 
工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-7-1 

人と自然との触れ合いの

活動の場 
仮設物の色合いへの配慮 ○ 

ベルトコンベアーの塗装を保護色（茶色）とする計画

である。 
 

廃棄物等 建設発生土の再利用 ○ 
発生土を公共事業等（西之宮地区災害復旧用資器材置

場整備事業など）へ運搬し、活用している。 
 

廃棄物等 建設汚泥の脱水処理 ○ 建設汚泥の脱水処理を行っている。  

温室効果ガス 低炭素型建設機械の採用 △ 

低炭素型建設機械の手配が困難であり、国土交通省の

燃費基準値を参考に、認定された建設機械や基準に近

い性能を有する建設機械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

廃棄物等 
発生土を有効利用する事業者への土

壌汚染に関する情報提供 
○ 

区分土と判定した発生土は、区分土対応の発生土仮置

き場（遮水型）で管理している。 

区分土を有効利用する事業者へ提供する場合には、区

分土であることを情報提供する。 

 

廃棄物等 

温室効果ガス 
副産物の分別、再資源化 ○ 

木くずやコンクリートガラを分別し、適正に処分して

いる。 
 

温室効果ガス 高負荷運転の抑制 ○ 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の抑制を指導している。 

図 参 3-7-1 

図 参 3-7-5 

温室効果ガス 工事規模に合わせた建設機械の設定 ○ 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-1(7) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

温室効果ガス 
建設機械の点検及び整備による性能

維持 
○ 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 

図 参 3-7-1 

図 参 3-7-2 

温室効果ガス 工事従事者への講習・指導 ○ 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-7-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-2(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行計画の配慮 
○ 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備による性能維持 
○ 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図 参 3-7-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減を意識した運転の徹底 ○ 

新規入場者教育及び日々の作業打合せで、法定速度遵

守、アイドリングストップ、エコドライブ等を指導し

ている。 

図 参 3-7-1 

図 参 3-7-5 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 ○ 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-7-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-7-2(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

工事の平準化 ○ 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

発生集中交通量の削減 ○ 運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行している。  

大気質（粉じん等） 荷台への防じんシート敷設及び散水 ○ 

区分土と判定した発生土は、区分土対応の発生土仮置

き場（遮水型）で管理している。 

区分土が発生し、運搬する場合は、荷台を浸透防止シー

ト等で覆う。 

 

大気質（粉じん等） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の清掃及び散水、タ

イヤの洗浄 

○ 
作業状況に応じて、車両出入口、周辺道路の清掃及び散

水、タイヤ洗浄を実施している。 
 

動物 

生態系 
資材運搬等の適正化 ○ 

工事の平準化を図ることで、工事用車両の集中を回避

し、交通量を平準化している。 
 

温室効果ガス 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

○ 

できるだけ低燃費車種を採用している。 

積込機械による積込回数を予め定め、効率的な積載量

としている。 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行している。 

表 参 3-7-5 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対



 

参 3-7-11 

 

表 参 3-7-3 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
314E 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2011 年 

基準適合車 
― 

WDP-C4.4 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
325FLCR 

キャタピラー 
ショベル・ローダ 

2014 年 

基準適合車 
― 

YDR-C4.4 

キャタピラー 

ジャパン㈱ 
320D 

キャタピラー 
バックホウ ― 

第 2 次基準 

適合車 3066-E3T 

コベルコ 

建機㈱ 
EDR-YB05 

日野 
ショベル・ローダ 

2006 年 

基準適合車 
― 

J05E-TA 

 

表 参 3-7-4 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注 機種 型式 諸元 

5017 バックホウ 314E CR 山積容量 0.45m3 平積容量 0.34m3 

5906 バックホウ 325FL CR  山積容量 0.9m3 平積容量 0.7m3 

3347 バックホウ 320D 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 

3851 バックホウ SK225SR 山積容量 0.8m3 平積容量 0.59m3 

注：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 

表 参 3-7-5 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 燃費基準 

達成レベル注 車種 型式 （kg） （km/L） 

日野 4t ﾀﾞﾝﾌﾟ BKG-FC7JCYA 4,275 7.30 100 

注：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16 年国土交通省告示第

61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で平成 27 年度燃費基準を満足していること

を示す。 
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表 参 3-7-6 工事排水の監視（pH、ss、水温）（記入様式） 
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図 参 3-7-1 新規入場者教育資料（一部抜粋） 
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※建設機械においては上表を用いて作業開始前に毎日点検を実施している 
図 参 3-7-2 建設機械点検表（記入様式） 



 

参 3-7-15 

 

 

図 参 3-7-3 発生土の自然由来の重金属等及び酸性化可能性に関する濃度計量証明書（一例）
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図 参 3-7-4 早川東非常口設備配置図 

・地形に合わせた形のずりピットを造成、必要以上に切土をしないよう計画した。 

・ヤード内に構台を設け２段構造にする等、設備配置を検討し、改変区域を最小限と

なるよう計画した。 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 



 

参 3-7-17 

 

 

 

  図 参 3-7-5 運搬計画打合せ資料（一例） 

 



参 3-8-1 

3-8 南アルプストンネル（山梨工区） 

 南アルプストンネル新設（山梨工区）工事における環境保全の計画に対する令和３年度の環境

保全措置の実施状況を、表 参 3-8-1～表 参 3-8-6（対応する写真は本編「4 環境保全措置の実

施状況」を参照）、図 参 3-8-1～図 参 3-8-6 に示す。 

 なお、動物、生態系、植物に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公

開とする。 
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表 参 3-8-1(1) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

騒音 
仮囲い・防音シート等の設置による遮

音対策 
〇 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

コンクリートを製造するバッチャープラントは、建屋

を設置して覆っている。 

広河原非常口トンネル坑口に防音扉を設置している。 

 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 
排出ガス対策型建設機械の採用 〇 排出ガス対策型建設機械を採用している。 表 参 3-8-3 

大気質（粉じん等） 仮囲いの設置 〇 工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 図 参 3-8-4 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事規模に合わせた建設機械の設定 〇 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

騒音 

振動 
低騒音・低振動型建設機械の採用 

〇 低騒音型建設機械を採用している。 表 参 3-8-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ型

式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-1(2) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使用時における配慮 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の防止、アイドリングストップ等を指導している。 
図 参 3-8-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図 参 3-8-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

大気質（粉じん等） 工事現場の清掃及び散水 〇 

定期的に工事現場の清掃を行っている。 

作業状況に応じて周辺道路の清掃及び散水を実施し

ている。 

 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 
工事排水の適切な処理 〇 

工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-8-6 

図 参 3-8-4 

図 参 3-8-5 

地下水（地下水の水質、地

下水の水位） 

水資源 

適切な構造及び工法の採用 〇 
先進ボーリングにて地盤を把握し、NATM 工法を採用し

ている。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-1(3) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 
工事排水の監視 〇 

工事排水の水質を監視している。 

工事排水を放流する河川の水質のモニタリングを実

施している。 

表 参 3-8-6 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 
処理装置の点検・整備による性能維持 〇 濁水処理施設の点検を行い、性能を維持している。  

水質（水の濁り、水の汚れ） 放流時の放流箇所及び水温の調整 〇 
放流水の量と水温の測定を行っている。河川との極端

な温度差はないため、水温調整は実施していない。 
 

地下水（地下水の水質、地

下水の水位） 

水資源 

薬液注入工法における指針の順守 〇 
トンネル掘削に伴い、薬剤注入工法に関する技術資料

等を示方し、工事従事者へ教育している。 
 

水資源 地下水等の監視 〇 
湧水の水量、地表水の流量等の事後調査及びモニタリ

ングを実施している。 
 

水資源 応急措置の体制整備 〇 異常時連絡体制を構築している。  

地盤沈下 適切な構造及び工法の採用 〇 
先進ボーリングにて地盤を把握し、NATM 工法を採用し

ている。 
 

土壌汚染 
仮置き場における掘削土砂の適切な

管理 
〇 

発生土を仮置きする土砂ピットは、底盤及び周囲にコ

ンクリートを打設し、排水が流出しない構造としてい

る。 

 

土壌汚染 工事排水の適切な処理 〇 
工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-8-6 

図 参 3-8-4 

土壌汚染 
発生土に含まれる重金属等の定期的

な調査 
〇 

1 回/日を基本に、発生土に含まれる重金属等のモニタ

リングを実施している。 
図 参 3-8-3 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 

 



 

 

参
3
-
8-
5 

表 参 3-8-1(4) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

土壌汚染 
有害物質の有無の確認と基準不適合

土壌の適切な処理 
〇 

1 回/日を基本に、発生土に含まれる重金属等のモニタ

リングを実施している。 

モニタリングで区分土と判定した発生土は、区分土対

応の発生土仮置き場（遮水型）へ運搬し、管理してい

る。 

図 参 3-8-3 

土壌汚染 薬液注入工法における指針の順守 〇 
トンネル掘削に伴い、薬剤注入工法に関する技術資料

等を示方し、工事従事者へ教育している。 
 

土壌汚染 
発生土を有効利用する事業者への土

壌汚染に関する情報提供 
― 

区分土と判定した発生土は、区分土対応の発生土仮置

き場（遮水型）で管理している。 

区分土を有効利用する事業者へ提供する場合には、区

分土であることを情報提供する。 

 

動物 侵入防止策の設置 〇 工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 図 参 3-8-4 

動物 

生態系 
小動物が脱出可能な側溝の設置 〇 

工事ヤードの周囲に設置した側溝に、小動物が脱出可

能なスロープを設置している。 
 

動物 

植物 

生態系 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設置 〇 
工事ヤードに濁水処理施設及び沈砂池を設置し、工事

排水を適切に処理している。 

表 参 3-8-6 

図 参 3-8-4 

図 参 3-8-5 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-1(5) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

生態系 

防音シート、低騒音・低振動型の建設

機械の採用 

〇 

工事ヤードの周囲に仮囲いを設置している。 

コンクリートを製造するバッチャープラントは、建屋

を設置して覆っている。 

広河原非常口トンネル坑口に防音扉を設置している。

低騒音型建設機械を採用している。 

表 参 3-8-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ型

式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

動物 

生態系 
照明の漏れ出しの抑制 〇 

照明の漏れ出し範囲における走光性の昆虫類等の生

息状況についての事後調査結果の踏まえ、誘引効果が

小さい LED 照明を採用している。 

 

植物 外来種の拡大抑制 〇 建設機械及び運搬車両のタイヤ洗浄を行っている。  

動物 

植物 

生態系 

放流時の放流箇所及び水温の調整 〇 
放流水の量と水温の測定を行っている。河川との極端

な温度差はないため、水温調整は実施していない。 
 

動物 

植物 

生態系 

工事施工ヤード等の林縁保護植栽等

による重要な種の生息環境の確保 
〇 

工事ヤード等において、定期的に下草刈りを実施して

いる。 
 

動物 

生態系 
コンディショニングの実施 ― 

工事の施工規模を段階的に拡大するコンディショニ

ングを実施している。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-1(6) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

植物 

生態系 

工事従事者への講習・指導 〇 
工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

人と自然との触れ合いの

活動の場 
切土のり面等の緑化による植生復元 〇 工事ヤードののり面を緑化している。（広河原非常口）  

人と自然との触れ合いの

活動の場 
仮設物の色合いへの配慮 〇 

工事ヤードに設置した仮囲いを、周囲に配慮した色彩

としている。（広河原非常口） 
 

廃棄物等 建設汚泥の脱水処理 〇 建設汚泥の脱水処理を行っている。  

廃棄物等 建設発生土の再利用 〇 
発生土を公共事業等（早川・芦安連絡道路事業など）

へ運搬し、活用している。 
 

温室効果ガス 低炭素型建設機械の採用 △ 

低炭素型建設機械の手配が困難であり、国土交通省の

燃費基準値を参考に、認定された建設機械や基準に近

い性能を有する建設機械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

廃棄物等 
発生土を有効利用する事業者への土

壌汚染に関する情報提供 
― 

区分土と判定した発生土は、区分土対応の発生土仮置

き場（遮水型）で管理している。 

区分土を有効利用する事業者へ提供する場合には、区

分土であることを情報提供する。 

 

廃棄物等 

温室効果ガス 
副産物の分別、再資源化 〇 

木くずやコンクリートガラを分別し、適正に処分して

いる。 
 

温室効果ガス 高負荷運転の抑制 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の抑制を指導している。 

図 参 3-8-1 

図 参 3-8-6 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-1(7) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

温室効果ガス 工事規模に合わせた建設機械の設定 〇 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

温室効果ガス 
建設機械の点検及び整備による性能

維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図 参 3-8-2 

温室効果ガス 工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-2(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行計画の配慮 
〇 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 
 

動物 

生態系 
資材運搬等の適正化 〇 

工事の平準化を図ることで、工事用車両の集中を回避

し、交通量を平準化している。 
 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

発生集中交通量の削減 〇 
運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の清掃及び散水、タ

イヤの洗浄 

〇 
作業状況に応じて、車両出入口、周辺道路の清掃及び

散水、タイヤ洗浄を実施している。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-2(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（粉じん等） 荷台への防じんシート敷設及び散水 〇 
区分土の運搬では、荷台を浸透防止シート等で覆って

いる。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備による性能維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
図 参 3-8-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減を意識した運転の徹底 〇 

新規入場者教育及び日々の作業打合せで、法定速度遵

守、アイドリングストップ、エコドライブ等を指導し

ている。 

図 参 3-8-1 

図 参 3-8-6 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-8-2(3) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

温室効果ガス 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

〇 

できるだけ低燃費車種を採用している。 

積込機械による積込回数を予め定め、効率的な積載量

としている。 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 

表 参 3-8-5 

図 参 3-8-6 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 

 



 

参 3-8-12 

 

表 参 3-8-3 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分注 

使用箇所 
環境省 国交省 

コマツ PC228US-10 

コマツ 

バックホウ 
2011 年 

基準適合車 
- 

早川非常口 

（作業ヤード） 

広河原 

（作業ヤード） 
SAA6D107E-2-A 

コマツ PC228US-8 

コマツ 

バックホウ 
2006 年 

基準適合車 

（第 3次基準 

適合車） 

早川非常口 

（作業ヤード） 

広河原 

（作業ヤード） 
SAA6D107E-1-A 

CAT 311CU 
CAT 

バックホウ 
（2006 年 

基準適合車） 

（第 2次基準 

適合車） 

広河原 

（作業ヤード） 3064-E3T 

タダノ GR-250N-1 6M60-TLE2A 
ホイール 

クレーン 
 － 

第 2 次基準 

適合車 

早川非常口 

（作業ヤード） 

広河原 

（作業ヤード） 

注：適用区分カッコ内の記載は特定原動機に掛ることを示す。 

 

表 参 3-8-4 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注 機種 型式 諸元 使用箇所 

5209 バックホウ PC228US-10 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 
早川非常口（作業ヤード） 

広河原(作業ヤード) 

4375 バックホウ PC228US-8 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 
早川非常口（作業ヤード） 

広河原(作業ヤード) 

1897 ホイールクレーン GR-250N-1 
吊上能力 

25t×3.5m 

早川非常口（作業ヤード） 

広河原（作業ヤード） 

注：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。  



 

参 3-8-13 

 

表 参 3-8-5 工事用車両における低燃費車種の採用実績（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 

（km/L） 

燃費基準 

達成レベル※ 車種 型式 （kg） 

いすゞ フォワード SKG-FRR90S1 3,500 7.24 100 

日野 日野プロフィア QKG-FS1EKDA 8,600 4.25 102 

いすゞ ギガ LKG-CXZ77AT 10,000 4.25 102 

注：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16

年国土交通省告示第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で

平成 27 年度燃費基準を満足していることを示す。 

 

  



 

参 3-8-14 

 

表 参 3-8-6 工事排水の監視（pH、濁度、水温）（記入様式） 

月 日 曜日 天候 

処理水量 
処理水 

主な作業内容 （ｍ3） 

日計 累計 pＨ 濁度 水温（℃） 

          

          

          

          

              

              

              

          

          

          

              

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 



 

参 3-8-15 

 

 
（中略） 

 
図 参 3-8-1 新規入場者教育資料（一部抜粋） 

 



 

参 3-8-16 

 

 
※建設機械においては上表を用いて毎月点検を実施している 

図 参 3-8-2 建設機械点検表（記入様式） 

 



 

参 3-8-17 

 

 

図 参 3-8-3 発生土の自然由来の重金属等及び酸性化可能性に関する濃度計量証明書（一例） 



 

参 3-8-18 

 

 

 

※形状や設備の配置については変更することがある。 

図 参 3-8-4 早川非常口設備配置図 

 

 

 

※形状や設備の配置については変更することがある。 

図 参 3-8-5 広河原非常口ヤード配置図  

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

・ヤード内に構台を設け 2 段構造にする等、設備配置を検討し、 

改変区域を最小限となるよう計画した。 

・ヤード内に構台を設け 2 段構造にする等、 

設備配置を検討し、改変区域を最小限となるよう計画した。 



 

参 3-8-19 

 

 

図 参 3-8-6 運搬計画打合せ資料（一例） 



  

参 3-9-1 

3-9 発生土置き場・仮置き場 

 早川町内の塩島地区発生土置き場、西之宮地区発生土仮置き場、奈良田地区発生土仮置き場、

塩島地区（河川側）発生土仮置き場、中洲地区発生土仮置き場における環境保全の計画に対する

令和元年度の環境保全措置の実施状況を、表 参 3-9-1～表 参 3-9-5（対応する写真は本編「4 環

境保全措置の実施状況」を参照）、図 参 3-9-1～図 参 3-9-3 に示す。 

 なお、動物、生態系、植物に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公

開とする。 
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表 参 3-9-1(1) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（粉じん等） 

騒音 

仮囲い・防音シート等の設置による遮

音対策 
〇 防音パネルを設置している。（塩島地区発生土置き場） 図 参 3-9-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 
排出ガス対策型建設機械の採用 〇 排出ガス対策型建設機械を採用している。 表 参 3-9-3 

大気質（粉じん等） 仮囲いの設置 〇 防音パネルを設置している。（塩島地区発生土置き場） 図 参 3-9-2 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事規模に合わせた建設機械の設定 〇 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

騒音 

振動 
低騒音・低振動型建設機械の採用 

〇 低騒音型建設機械を採用している。 表 参 3-9-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ型

式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使用時における配慮 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の防止、アイドリングストップ等を指導している。 
図 参 3-8-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-9-1(2) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-9-1 

大気質（粉じん等） 工事現場の清掃及び散水 〇 

定期的に工事現場の清掃を行っている。 

作業状況に応じて周辺道路の清掃及び散水を実施し

ている。 

 

水質（水の濁り） 工事排水の適切な処理 〇 沈砂池を設置し、工事排水を適切に処理している。  

水質（水の濁り） 工事排水の監視 〇 

工事排水を放流する箇所の下流地点及び排水路等の

流末箇所において、水質のモニタリングを実施してい

る。 

 

水質（水の濁り） 処理装置の点検・整備による性能維持 〇 側溝、沈砂池の点検を行い、性能を維持している。  

動物 

生態系 
小動物が脱出可能な側溝の設置 〇 

発生土置き場の周囲に設置した側溝に、小動物が脱出

可能なスロープを設置している。（塩島地区発生土置

き場） 

 

動物 

植物 

生態系 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設置 〇 沈砂池を設置し、工事排水を適切に処理している。 図 参 3-9-2 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-9-1(3) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

動物 

生態系 

防音シート、低騒音・低振動型の建設

機械の採用 

〇 
防音パネルを設置している。（塩島地区発生土置き場）

低騒音型建設機械を採用している。 

表 参 3-9-4 

図 参 3-9-2 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ型

式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

植物 
工事に伴う改変区域をできる限り小

さくする 
〇 

進入路の範囲をできる限り小さくする計画とした。

（塩島地区（河川側）発生土仮置き場） 
 

植物 重要な種の移植・播種 〇 

重要な種（エビネ）の生育地を回避できなかったため、

移植を実施した。移植後の生育状況の事後調査を実施

している。（塩島地区（河川側）発生土仮置き場） 

重要な種（メハジキ）の生育地を回避できなかったた

め、移植を実施した。移植後の生育状況の事後調査を

実施している。（西之宮地区発生土仮置き場） 

重要な種（カワラニガナ）の生育地を回避できなかっ

たため、移植を実施した。移植後の生育状況の事後調

査を実施している。（奈良田地区発生土仮置き場） 

 

植物 外来種の拡大抑制 〇 建設機械及び運搬車両のタイヤ洗浄を行っている。  

動物 

植物 

生態系 

工事従事者への講習・指導 〇 
工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-9-1(4) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

温室効果ガス 低炭素型建設機械の採用 △ 

低炭素型建設機械の手配が困難であり、国土交通省の

燃費基準値を参考に、認定された建設機械や基準に近

い性能を有する建設機械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

温室効果ガス 高負荷運転の抑制 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の抑制を指導している。 
 

温室効果ガス 工事規模に合わせた建設機械の設定 〇 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

温室効果ガス 
建設機械の点検及び整備による性能

維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 

図 参 3-8-1 

図 参 3-9-1 

温室効果ガス 工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

温室効果ガス 副産物の分別、再資源化 〇 
木くずやコンクリートガラを分別し、適正に処分して

いる。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-9-2(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行計画の配慮 
〇 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 
 

動物 

生態系 
資材運搬の適正化 〇 

工事の平準化を図ることで、工事用車両の集中を回避

し、交通量を平準化している。 
 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

発生集中交通量の削減 〇 
運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

景観 

人と自然との触れ合いの

活動の場 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

大気質（粉じん等） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の清掃及び散水、タ

イヤの洗浄 

〇 
作業状況に応じて、車両出入口、周辺道路の清掃及び

散水、タイヤ洗浄を実施している。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-9-2(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（粉じん等） 荷台への防じんシート敷設及び散水 〇 
区分土以外の発生土は荷台を防じんシート等で覆っ

ている。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備による性能維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減を意識した運転の徹底 〇 

新規入場者教育及び日々の作業打合せで、法定速度遵

守、アイドリングストップ、エコドライブ等を指導し

ている。 

 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
 

温室効果ガス 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

〇 

できるだけ低燃費車種を採用している。 

積込機械による積込回数を予め定め、効率的な積載量

としている。 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-9-3 排出ガス対策型建設機械採用実績（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分 

環境省 国交省 

コベルコ建機 SK225SR-5 
日野 

バックホウ 
2014 年 

基準適合車 
- 

J05E-UM 

コマツ PC200-8 
コマツ 

バックホウ 
2006 年 

基準適合車 

第 2次基準 

適合車 SAA6D107E-1-A 

 

 

表 参 3-9-4 低騒音型建設機械採用実績（一例） 

指定番号注 機種 型式 諸元 

6095 バックホウ SK225SR-5 山積容量 0.8m3 平積容量 0.58m3 

3304 バックホウ PC200-8 山積容量 0.8m3 平積容量 0.6m3 

注：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 

 

表 参 3-9-5 低燃費車種の採用（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 

（km/L） 

燃費基準 

達成レベル注 車種 型式 （kg） 

日野 日野プロフィア QKG-FS1EKDA 8,600 4.25 102 

いすゞ ギガ LKG-CXZ77AT 10,000 4.25 102 

注：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16

年国土交通省告示第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で

平成 27 年度燃費基準を満足していることを示す。 

 

  



 

参 3-9-9 

 

 

図 参 3-9-1 建設機械使用に伴う打合せ資料（塩島地区発生土置き場） 

 

 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 



 

参 3-9-10 

 

 

図 参 3-9-2 塩島地区発生土置き場設備配置図 

  

（本図は自社の測量成果物を用いている） 



 

参 3-9-11 

 

図 参 3-9-3 運搬計画打合せ資料（一例） 

（早川坑口→発生土仮置き場（遮水型）） （早川坑口→発生土仮置き場） 

（広河原坑口→発生土仮置き場） 



 

参 3-10-1 

3-10 発生土仮置き場（遮水型）  

 基準値等を超える発生土に対応した発生土仮置き場である、早川町内の雨畑地区発生土仮置き場、塩

島地区（南）発生土仮置き場、西之宮地区発生土仮置き場（その２）、塩島地区（下流）発生土仮置き場

中洲地区発生土仮置き場（その２）、湯島地区発生土仮置き場、湯島（南草里）地区発生土仮置き場、湯

島（田島）地区発生土仮置き場における環境保全の計画に対する令和３年度の環境保全措置の実施状況

を、表 参 3-10-1～表 参 3-10-5（対応する写真は本編「4 環境保全措置の実施状況」を参照）、図 参

3-10-1～図 参 3-10-2 に示す。 

 なお、動物、生態系、植物に係る環境保全措置の詳細については、希少種保護の観点から非公開と

する。 
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表 参 3-10-1(1) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 
排出ガス対策型建設機械の採用 〇 排出ガス対策型建設機械を採用している。 表 参 3-10-3 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事規模に合わせた建設機械の設定 〇 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

騒音 

振動 
低騒音・低振動型建設機械の採用 

〇 低騒音型建設機械を採用している。 表 参 3-10-4 

△ 

低振動型建設機械の手配が困難であり、できるだけ型

式の新しい機械を採用している。 

低振動型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使用時における配慮 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の防止、アイドリングストップ等を指導している。 
図 参 3-8-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の点検及び整備による性能

維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-10-1(2) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

大気質（粉じん等） 工事現場の清掃及び散水 〇 

定期的に工事現場の清掃を行っている。 

作業状況に応じて周辺道路の清掃及び散水を実施し

ている。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-10-1(3) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質（水の濁り、水の汚れ） 工事排水の適切な処理 〇 

区分土からの浸潤水等について、浸潤水タンク等の集水設備を設

けて、自然由来の重金属、水素イオン濃度、浮遊物質量が人の健

康の保護に関する環境基準値および生活環境の保全に関する環

境基準値に適合しない浸潤水等は産業廃棄物処理施設に運搬し、

同基準値に適合した浸潤水等は早川工事施工ヤードまたは早川

東工事施工ヤードに運搬して適切に処理を行うことで、基準に適

合しない自然由来の重金属、水素イオン濃度、浮遊物質量を含む

排水の流出を防止し、また、集水設備は定期的に点検を行ってい

る。 

（雨畑地区発生土仮置き場、湯島地区発生土仮置き場、湯島地区

（南草里）発生土仮置き場、湯島地区（田島）発生土仮置き場、

西之宮地区（その２）発生土仮置き場） 

区分土からの浸潤水等について、浸潤水タンク等の集水設備を設

けて、自然由来の重金属等、水素イオン濃度、浮遊物質量が人の

健康の保護に関する環境基準値および生活環境の保全に関する

環境基準値に適合しない浸潤水等は産業廃棄物処理施設に運搬

し、両基準値に適合した浸潤水等は集水設備から早川へ放流する

ことで、基準に適合しない自然由来の重金属、水素イオン濃度、

浮遊物質量を含む排水の流出を防止し、また、集水設備は定期的

に点検を行っている。 

（塩島地区（南）発生土仮置き場、塩島地区（下流）発生土仮置

き場、中洲地区（その２）発生土仮置き場） 

図 参 3-10-1 

図 参 3-10-2 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-10-1(4) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

水質（水の濁り、水の汚れ） 
仮置き場における掘削土砂の適切な

管理 
〇 

発生土を遮水シート等で覆っている。 

ベントナイト躯体で底面と周囲を囲い込んでいる。

（雨畑地区発生土仮置き場） 

底面にアスファルト舗装及び遮水シートを敷設して

管理している。（塩島地区（南）発生土仮置き場、塩島

地区（下流）発生土仮置き場、湯島地区発生土仮置き

場、湯島地区（南草里）発生土仮置き場、湯島地区（田

島）発生土仮置き場、西之宮地区（その２）発生土仮

置き場、中洲地区（その２）発生土仮置き場） 

 

水質（水の濁り、水の汚れ） 工事排水の監視 〇 

発生土からの排水を水槽に集めて水質試験を実施し

ている。 

工事排水を放流する箇所の下流地点及び排水路等の

流末箇所において、水質のモニタリングを実施してい

る。（塩島地区（南）発生土仮置き場、塩島地区（下流）

発生土仮置き場） 

 

水質（水の濁り、水の汚れ） 処理装置の点検・整備による性能維持 〇 
側溝、沈砂池、集水施設の点検を行い、性能を維持し

ている。 
 

水質（水の濁り、水の汚れ） 

水資源 

動物 

植物 

生態系 

放流時の放流箇所及び水温の調整 〇 

濁水処理後に、放流水の量と水温の測定を行ってい

る。河川との極端な温度差はないため、水温調整は実

施していない。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-10-1(5) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

土壌汚染 
仮置き場における掘削土砂の適切な

管理 
〇 

発生土を遮水シート等で覆っている。 

ベントナイト躯体で底面と周囲を囲い込んでいる。

（雨畑地区発生土仮置き場） 

底面にアスファルト舗装及び遮水シートを敷設して

管理している。（塩島地区（南）発生土仮置き場、塩島

地区（下流）発生土仮置き場、湯島地区発生土仮置き

場、湯島地区（南草里）発生土仮置き場、湯島地区（田

島）発生土仮置き場、西之宮地区（その２）発生土仮

置き場、中洲地区（その２）発生土仮置き場） 

 

土壌汚染 工事排水の適切な処理 〇 
発生土からの排水を水槽に集めて水質試験を実施し

ている。 

図 参 3-10-1 

図 参 3-10-2 

土壌汚染 区分土の適切な運搬 〇 
荷台を浸透防止シート等で覆っている。 

土砂搬出管理表にて運搬土量を管理している。 
 

動物 

植物 

生態系 

重要な種の生育・生息地の全体又は一

部を回避 
〇 

重要な種への影響を回避する計画とした。（雨畑地区

発生土仮置き場、塩島地区（南）発生土仮置き場） 
 

動物 

植物 

生態系 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池の設置 〇 
早川工事施工ヤードの濁水処理施設で濁水処理を行

っている。 
図 参 3-10-2 

動物 

植物 

生態系 

工事従事者への講習・指導 〇 
工事区域外への立入禁止やゴミ捨て禁止等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 



 

 

参
3
-
10
-
7 

 

表 参 3-10-1(6) 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

温室効果ガス 低炭素型建設機械の採用 △ 

低炭素型建設機械の手配が困難であり、国土交通省の

燃費基準値を参考に、認定された建設機械や基準に近

い性能を有する建設機械を採用している。 

低炭素型建設機械の流通台数が増加し、手配が可能に

なれば採用する。 

 

温室効果ガス 工事規模に合わせた建設機械の設定 〇 
作業平面図を用いて適正な規格・台数の重機を使用す

る計画を立て、実施している。 
 

温室効果ガス 高負荷運転の抑制 〇 
新規入場者教育及び日々の作業打合せで、高負荷運転

の抑制を指導している。 
図 参 3-8-1 

温室効果ガス 
建設機械の点検及び整備による性能

維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
 

温室効果ガス 工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 

 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-10-2(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

運行計画の配慮 
〇 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

点検及び整備による性能維持 
〇 

法令に定められた点検・整備のほか、日々の点検を実

施している。 
 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減を意識した運転の徹底 〇 

新規入場者教育及び日々の作業打合せで、法定速度遵

守、アイドリングストップ、エコドライブ等を指導し

ている。 

図 参 3-8-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者への講習・指導 〇 
点検・整備、環境負荷低減を考慮した運転等について、

講習・指導を行っている。 
図 参 3-8-1 

大気質（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 〇 偏った施工とならないよう、工事を平準化している。  

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 

 



 

 

参
3
-
10
-
9 

表 参 3-10-2(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 令和３年度の実施状況 備考 

大気質（粉じん等） 荷台への防じんシート敷設及び散水 〇 荷台を防じんシート等で覆っている。  

大気質（粉じん等） 

資材及び機械の運搬に用いる車両の

出入口、周辺道路の清掃及び散水、タ

イヤの洗浄 

〇 
作業状況に応じて、車両出入口、周辺道路の清掃及び

散水、タイヤ洗浄を実施している。 
 

温室効果ガス 

低燃費車種の選定、積載の効率化、運

搬計画の合理化による運搬距離の最

適化 

〇 

できるだけ低燃費車種を採用している。 

積込機械による積込回数を予め定め、効率的な積載量

としている。 

運行台数の上限を定め、計画的に車両を運行してい

る。 

表 参 3-10-5 

凡例 ○：実施、△：今後実施、－：今回は対象外 
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表 参 3-10-3 排出ガス対策型建設機械の採用（一例） 

特定特殊自動車の 

車名及び型式 

特定原動機の 

名称及び型式 
機種 

適用区分※ 

環境省 国交省 

コベルコ SK135SR-3 
三菱 

バックホウ 
2011 年 

基準適合車 
― 

D04EGWDP3TAAC2 

コマツ D31PX-21 
コマツ 

ブルドーザー ― 
第 2 次基準 

適合車 SAA4D102E-2-B 

コマツ PC78US-8 
コマツ 

バックホウ 
2006 年 

基準適合車 
― 

SAA4D95LE-5-C 

キャタピラー 313DCR 
キャタピラー 

バックホウ 
2006 年 

基準適合車 

第 3 次基準 

適合車 KDP-C4.2 

クボタ RX306 
クボタ 

バックホウ ― 
第 3 次基準 

適合車 VAC12CF3 

酒井重工業 TW500W-1 
クボタ 

振動ローラー ― 
第 1 次基準 

適合車 V1512-KA 

 

表 参 3-10-4 低騒音型建設機械の採用（一例） 

指定番号※ 機種 型式 諸元 

5343 コベルコ SK135SR-3 山積容量 0.5m3 平積容量 0.38m3 

1498 コマツ D31PX-21 運転整備質量 8t 

4081 コマツ PC78US-8 山積容量 0.28m3 平積容量 0.22m3 

4041 キャタピラー 313D CR 山積容量 0.45m3 平積容量 0.34m3 

4201 クボタ ViO70-3A 山積容量 0.15m3 平積容量 0.12m3 

326 酒井重工業 TW500W-1 車両総質量 3.56t 

注：指定番号は環境省より指定されている低騒音型建設機械を示す。 

 

表 参 3-10-5 低燃費車種の採用（一例） 

社名 
通称名 最大積載量 燃費 

（km/L） 

燃費基準 

達成レベル※ 車種 型式 （kg） 

いすゞ フォワード SKG-FRR90S1 3,500 7.24 100 

注：燃費基準達成レベルは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16

年国土交通省告示第 61号）」に基づき、燃費性能を評価しており「100」以上の数値で

平成 27 年度燃費基準を満足していることを示す。 
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図 参 3-10-1(1) 改変区域及び排水設備の設置状況（塩島地区（南）発生土仮置き場） 

 

 

 

図 参 3-10-1(2) 改変区域及び排水設備の設置状況（塩島地区（下流）発生土仮置き場） 

 

 

 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

区分土 

区分土 
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図 参 3-10-2(1) 排水処理フロー（雨畑地区発生土仮置き場、西之宮地区（その２）発生土仮置き場、湯

島地区発生土仮置き場、湯島地区（南草里）発生土仮置き場、湯島地

区（田島）発生土仮置き場） 

 

 

  

図 参 3-10-2(2) 排水処理フロー（塩島地区（南）発生土仮置き場、塩島地区（下流）発生土仮置き場、

中洲地区（その２）発生土仮置き場） 
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参考資料 4 建設発生土の主な搬出先と土量 

令和３年度の工事実施箇所である釜無川橋りょう他、高架橋（利根川公園交差部）、第三南巨摩

トンネルほか、第四南巨摩トンネル（東工区）、第四南巨摩トンネル（西工区）、南アルプストン

ネル（山梨工区）からの建設発生土の主な搬出先と土量について、本事業内での再利用や自治体等

を窓口に活用した土量は表 参 2-1 に、当社が計画・設置する発生土置き場に活用した土量は表 参

2-2 に、当社が計画・設置する発生土仮置き場等に存置している土量は表 参 2-3 に示すとおりで

ある。 

 

表 参 2-1 建設発生土の主な搬出先と土量 

主な搬出先 土量注 

高下保守基地・高下変電所造成地（ＪＲ東海） 約 10 万 m3 

早川・芦安連絡道路事業（山梨県） 約 10 万 m3 

西之宮地区防災拠点整備事業（山梨県） 約２万 m3 

西之宮地区災害復旧資器材置き場事業（早川町） 約 10 万 m3 

赤沢地区町道改良事業（早川町） 約６万 m3 

遅沢地区土地造成事業（山梨県建設業協同組合事業） 約３万 m3 

その他公共事業等 約１万 m3 

注：令和３年度末時点のほぐし土量で表記している 

 

表 参 2-2 発生土置き場に活用した土量 

発生土置き場 土量注 

早川町内塩島地区発生土置き場 約３万 m3 

注：令和３年度末時点の締固めた土量で表記している。 
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表 参 2-3 発生土仮置き場に存置している土量 

発生土置き場 土量注１ 
うち区分土注２

の土量注１ 

早川町内中洲地区発生土仮置き場 約３万 m3 － 

早川町内塩島地区発生土仮置き場 約２万 m3 － 

早川町内塩島地区（河川側）発生土仮置き場 約６万 m3 － 

早川町内塩島地区（南）発生土仮置き場 約４万 m3 約４万 m3 

早川町内塩島地区（下流）発生土仮置き場 約５万 m3 約５万 m3 

早川町内西之宮地区発生土仮置き場 

早川町内西之宮地区（その２）発生土仮置き場 
約６万 m3 １万 m3未満 

早川町内雨畑地区発生土仮置き場 約１万 m3 約１万 m3 

早川町内奈良田地区発生土仮置き場 約５万 m3 － 

早川町内湯島地区発生土仮置き場 約１万 m3 約１万 m3 

早川町内湯島（南草里）発生土仮置き場 約１万 m3 約１万 m3 

早川町内湯島（田島）発生土仮置き場 約２万 m3 約２万 m3 

注 1：令和３年度末時点の締固めた土量で表記している。 

注 2：土壌汚染対策法で定める土壌溶出量基準値を超える自然由来の重金属等を含む発生土または酸性化 

可能性試験により長期的な酸性化の可能性があると判明した発生土。発生土仮置き場等に適切に保管  

している。 
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参考資料 5 専門家等の技術的助言 

 

 事業を進めるにあたって、具体的な施設計画及び工事計画や環境調査の結果を基に専門家等

から技術的助言を受け、環境保全措置等を実施している。富士川町地区の希少猛禽類（サシ

バ）及び南アルプス市のイヌハギにおける専門家等の技術的助言を表 参 5-1 に示す。 

 

表 参 5-1 専門家等の技術的助言 

専門分野 所属機関の属性 主な技術的助言の内容 

動物 

希少猛禽類 

公益団体等 ・巣にカメラを設置していないので、繁殖に失敗した要

因の特定は難しいが、外敵の襲撃や、農薬による中毒

等が考えられる。サシバの外敵となる種としては、ク

マタカ、ノスリ、オオタカ、フクロウが考えられる。 

・ネオニコチノイド系の農薬は、まだ不明な点も多い

が、魚類にも影響が生じることが明らかとなってお

り、サシバが捕食するカエル類等にも蓄積していれ

ば、それによる中毒が生じる可能性もあるだろう。 

・今年の工事工程と確認状況を整理すると、森林の伐採

が済んでからサシバが営巣したものと考えられる。伐

採により繁殖地として選択できる樹林を狭めた可能性

はあるが、伐採行為そのものは、落鳥の直接的な要因

ではないだろう。 

植物 公益団体等 ・イヌハギについて、移植するなら河原に近く日当たり

の良い場所が適しているだろう。水に流されない程度

の荒地、日当たりが良い土手沿いの箇所が移植適地と

考えられる。また、生育地の土壌を根の周りに付けた

状態で移植することが望ましい。 
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参考資料 6 事業の実施状況 

  

6-1 トンネルの施工状況 

令和３年度までの各工事実施箇所におけるトンネル掘削の状況について、以下に示す。 

 

第四南巨摩トンネル（東工区）について、令和３年 11月より本線トンネル等の掘削を開始した。 

第四南巨摩トンネル（西工区）について、早川東非常口トンネル（約 1,800m）の掘削が完了し

た。本線トンネル等は、令和３年 11 月より早川東非常口トンネル接続部から掘削を開始した。 

南アルプストンネルについて、早川非常口トンネル（約 2,500m 注）の掘削が平成 29年度に完了

した。広河原非常口トンネルを９割程度（約 3,900m）掘削した。先進坑は、早川非常口トンネル

接続部から５割程度（約 2,500m）掘削した。本線トンネルは、早川非常口トンネル接続部から２

割程度（約 1,400ｍ）掘削した。 

 

注：地質を確認するための作業坑の延長約 2,000ｍを含む。 
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6-2 トンネル湧水等の状況 

 山岳トンネル工事の実施箇所におけるトンネル湧水等注１の状況を、以下に示す。 

 

6-2-1 第四南巨摩トンネル（東工区）

 

 

図参 6-2-1-1 第四南巨摩トンネル（東工区）工事施工ヤードのトンネル湧水等注 1の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：トンネル湧水等とは、トンネル湧水のほか、工事排水、雨水等を含む 

注 2：令和３年 11 月からトンネル掘削を開始しているため、11月以降の調査結果を示す。 
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6-2-2 第四南巨摩トンネル（西工区） 

 

 
図参 6-2-2-1 早川東非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況 

 

6-2-3 南アルプストンネル（山梨工区） 

 

 
図参 6-2-3-1 早川非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況 

 

注：トンネル湧水等とは、トンネル湧水のほか、工事排水、雨水等を含む 
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図参 6-2-3-2 広河原非常口工事施工ヤードのトンネル湧水等注の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：トンネル湧水等とは、トンネル湧水のほか、工事排水、雨水等を含む 
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6-3 発生土置き場の管理計画の実施状況 

国土交通大臣意見を受け平成 26 年８月に公表した「評価書」において、発生土置き場の設置に 

あたっては、関係地方公共団体等と調整を行った上で、濁水や土砂の流出防止やその他、周辺環境

への影響を回避、低減するための管理計画を、発生土置き場毎に作成することとしている。管理計

画のうち、令和３年度の主な実施状況について以下に示す。 

 

令和３年度の主な実施状況 

流入水処理  ：発生土置き場の外周に排水溝を設置した（西之宮地区発生土仮置き場他） 

（図 参 6-3-1）。 

沈砂池    ：排水溝の流末箇所に仮設沈砂池を設置した（塩島地区（河川側）発生土仮置き場

他）（図 参 6-3-2）。 

安定性    ：盛土の法面勾配は安定勾配とした。補強盛土を採用している発生土仮置き場につ

いては盛土の安定性計算を実施し、安全が確保される構造とした。（湯島地区（南

草里）発生土仮置き場他）（図 参 6-3-3）。 

事前処理工  ：区分土搬入前の配慮事項として、アスファルト舗装及び遮水シート、排水設備の

設置を行う。その際、アスファルト舗装の厚さが 5 ㎝以上あることを確認する。

（西之宮地区（その２）発生土仮置き場他）（図 参 6-3-4）。 

盛土工    ：搬入土の土質を確認のうえ、建設機械等を使用して均等に締固めを行い必要な部

分には補強材を敷設する。のり面についても、建設機械等を用いて十分に締固め

等を行う。（中洲地区発生土仮置き場他）（図参 6-3-5）。 

排水処理   ：仮置き期間中は盛土を遮水シート等で被うことで雨水等による区分土の浸潤水等

の発生を防止する。その際、遮水シートの飛散防止養生を徹底する。また、雨水

排水側溝については土砂や土砂や草といった堆積物の除去を行い、機能を確保す

る。（雨畑地区発生土仮置き場他）（図 参 6-3-6）。 

異常時対応  ：台風が接近した令和３年９月 18日他では、作業を中止し、巡回点検（法面、排水

箇所等）を実施した。また、早川町内で震度４以上の揺れを伴う地震は発生しな

かった。 
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図 参 6-3-1 外周の排水溝の設置 

（西之宮地区発生土仮置き場） 

図 参 6-3-2 仮設沈砂池の設置 

（塩島地区（河川側）発生土仮置き場） 

 
 

図 参 6-3-3 盛土の安定性 

（湯島地区（南草里）発生土仮置き場） 

図 参 6-3-4 遮水シートの敷設状況 

（西之宮地区（その２）発生土仮置き場） 

  

図 参 6-3-5 締固め状況 

（中洲地区発生土仮置き場） 

図 参 6-3-6 遮水シート設置状況 

（雨畑地区発生土仮置き場） 
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参考資料 7 地域への対応状況 

 

7-1 工事説明会等 

 令和３年度の工事説明会等の実施状況は、以下のとおりである。 

 

7-1-1 工事説明会 

上野原市安寺沢地区の道路付替え及び事業進捗の説明会を１回、中央市上三条地区で小井川線

路橋の工事説明会を１回、甲府市下区に笛吹川・濁川橋りょうの工事説明会を２回実施した。ま

た、富士川町高下地区で対策土町外搬出の説明会を 1回実施した。 

その他に測量・道水路付替え・用地取得等に関する説明会、自治会会合での説明、自治会役員

との情報交換等を行った。 

 

7-1-2 山梨リニア実験線試験立会 

地元住民の方々に事業への理解を深めていただくため、山梨リニア実験線試験立会を計８日実

施した。 

 

7-1-3 その他 

環境保全事務所（山梨）及び中央新幹線山梨工事事務所にて、地元住民の方々からのお問い合

わせに対応した。 

 

7-2 環境保全の計画 

 工事計画に基づき環境保全措置を具体化し、環境保全の内容を資料としてとりまとめ、山梨県

及び関係自治体へ送付するとともに、当社のホームページに掲載した。 

 

「中央新幹線釜無川橋りょう他新設工事における環境保全について」 

（令和３年４月） 

 

「中央新幹線第三南巨摩トンネルほか新設工事における環境保全について」 

（令和３年４月） 

 

「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか工事における環境保全について（トンネル掘

削等）」 

（令和３年６月） 

  

「中央新幹線笛吹川・濁川橋りょう他新設工事における環境保全について（工事施工ヤード整備等）」 

（令和３年 11 月） 

 

「中央新幹線山梨県内高架橋ほか新設工事における環境保全について（小井川線路橋）」 

（令和３年 11 月） 
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「早川町内湯島地区（南草里）発生土仮置き場における環境保全について」 

（令和３年７月） 

 

「早川町内西之宮地区（その２）発生土仮置き場における環境保全について」 

（令和３年７月） 

 

「早川町内湯島地区（田島）発生土仮置き場における環境保全について」 

（令和３年８月） 

 

「早川町内中洲地区（その２）発生土仮置き場における環境保全について」 

（令和３年 12 月） 

 

7-3 地元に配慮した取り組み 

第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほかの坑口部（品川方）において、周辺住民に配慮した防

音扉を設置した。坑口部（品川方）周辺に民家があり、深夜にトンネル掘削を行うため、本線ト

ンネル等の防音扉を二重構造にした。（写真参 7-3-1） 

 

 

写真参 7-3-1 本坑防音扉 2重構造 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、再生紙を使用している。 

本書で利用した地図は、注記があるものを除き、国土地理院発行の100万分1 日本、50

万分1 地方図、数値地図200000（地図画像）、数値地図50000（地図画像）及び数値地図

25000（地図画像）を加工して作成した。  
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